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表紙*電子提供措置用*

第65回
定時株主総会
招集ご通知

日  時

場  所

決議事項

2024年６月26日（水曜日）
午前10時

東京都墨田区両国二丁目10番14号
両国シティコア５階　当社会議室
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

４名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件

本招集通知は、パソコン・
スマートフォンでも主要な 
コンテンツをご覧いただ
けます。
https://p.sokai.jp/1723/

証券コード 1723
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株主各位

証券コード　1723
2024年６月３日

株 主 各 位
東京都墨田区両国二丁目10番14号
日 本 電 技 株 式 会 社
代表取締役社長 島 田 良 介

https://www.nihondengi.co.jp/ir/meeting.html
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「第65回定時株主総会」を選択いただき、
ご確認ください。）

https://d.sokai.jp/1723/teiji/

第65回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第65回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し
あげます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、
いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

【当社ウェブサイト】

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】

敬　具

－ 1 －
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株主各位

❶ 日時 2024年６月26日（水曜日）午前10時

❷ 場所 東京都墨田区両国二丁目10番14号　両国シティコア５階　当社会議室
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

❸ 目的事項

報告事項
１. 第65期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並
びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第65期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
第１号議案　剰余金処分の件
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

● 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ
げます。

● 書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面を併せてお送りいたします
が、当該書面は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、次の事項につきましては記載しておりませ
ん。
① 事業報告の「業務の適正を確保するための体制」「業務の適正を確保するための体制の運用状況の
概要」

② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

従いまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査
報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、
修正前および修正後の事項を掲載させていただきます。

記

なお、当日ご出席されない場合は、電磁的方法（インターネット等）または書面により議決権を行
使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、次頁の「議決権行使に
ついてのご案内」に従いまして、2024年６月25日（火曜日）営業時間終了の時（午後５時40分）
までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

以　上

－ 2 －
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議決権行使

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげま
す。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会出席による議決権の行使

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時 2024年６月26日（水曜日）午前10時
　

インターネット等による議決権の行使

次頁の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限 2024年６月25日（火曜日）午後５時40分入力完了分まで
　

郵送による議決権の行使
議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。
なお、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとしてお
取り扱いいたします。

行使期限 2024年６月25日（火曜日）午後５時40分到着分まで
　

議決権電子行使プラットフォームについて
機関投資家の皆様は、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

－ 3 －
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議決権行使

インターネットによる議決権行使のご案内

【インターネットによる議決権行使をご利用いただくにあたって】

●行使期限は2024年6月25日（火曜日）午後5時40分までとなっております。行使期限内に当社（株主名簿管理人）に到着したものが有
効となりますので、お早めにご行使いただきますようお願い申しあげます。

●議決権を議決権行使書の郵送とインターネットの双方でご行使いただいた場合は、インターネットによるものを有効とします。インター
ネットにより複数回ご行使いただいた場合は、最後にご行使いただいたものを有効とします。

●インターネット接続・利用に関する費用は株主様のご負担となります。
●インターネットによる議決権行使の各方法は一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、お使いの機器やその状
況によってはご利用いただけない場合があります。

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
 0120-768-524

（受付時間　年末年始を除く午前9時～午後9時）

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」の議決権行使は1回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイ
トへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・

「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※  QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※  「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

すべての会社提案議案に
ついて「賛成」する

各議案について
個別に指示する

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」をクリック
議決権行使書用紙に記載された

「議決権行使コード」をご入力ください。
2

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック
議決権行使書用紙に記載された

「パスワード」をご入力ください。
3

「初期パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

－ 4 －
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議決権行使

株主の皆様と共に取り組む社会貢献活動
インターネット等による議決権行使が社会貢献活動につながります

当社では、サステナビリティ経営として、「社
会・地域貢献」の取り組みを行っております。そ
の取り組みの一環として、インターネット等によ
る電磁的方法により議決権行使をご利用いただい
た場合、削減された郵送費用を日本赤十字社に寄
付させていただきます。
この機会に、インターネット等による議決権行使
を是非ご利用ください。 第64回定時株主総会において、株主の皆様がインターネット等に

よる議決権行使により削減できた郵送費用を日本赤十字社東京都
支部に寄付いたしました。
日本赤十字社東京都支部より感謝状授与
（右）日本赤十字社東京都支部 事務局長 矢部様
（左）当社代表取締役社長 島田

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。議 決 権 行 使 書

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

○○○○○○○

○○○○

○○○○○○○

※議決権行使書用紙はイメージです。

第２・３号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
◦ 一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

第１号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

－ 5 －
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事前質問のご案内

議決権をお持ちの株主様ご本人に限り、株主総会の
議案や当社の経営に関するご質問を事前質問受付サ
イトにて受け付けております。

事前質問受付サイト
https://v.sokai.jp/1723/2024/nihondengi/

　

受付期間　　2024年６月19日（水曜日）午後５時40分まで

事前質問のご案内

１．事前質問受付サイトにアクセス
ID・パスワード入力画面が表示されますので、ID（株主番号）・パスワード（郵便番号）を入力してください。

※�議決権行使書を投函される場合は、お手元に「ID
（株主番号）」をお控えください。

ID

株主番号
（９桁の半角数字）

パスワード

郵便番号
（ハイフンを除く７桁の半角数字）

［議決権行使書用紙イメージ］
議決権行使書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

○○○○○○○

○○○○

○○○○○○○

※2024年3月末時点における株主名簿上のご登録住所

２．事前質問の入力・送信
(1) 事前質問をクリックし、入力画面へ
(2) ご質問カテゴリを選択し、ご質問内容等を入力した後、利用規約をご確認のうえ、「利用規約に同意する」にチェッ
クし「入力確認へ」をクリック

(3) ご質問内容を確認後、「送信」をクリック
※質問フォームには、400字の文字数制限があります。
※事前質問受付サイトは、毎日午前１時から午前５時までは、保守・点検のためご利用を休止いたします。

留意事項
事前に頂戴したご質問のうち、株主の皆様のご関心が高いと思われるものについて、株主総会または株主総会終了後に当社ウ
ェブサイト上にてご回答させていただく予定です。なお、頂戴したご質問すべてに必ずご回答することをお約束するものでは
ありません。また、ご回答に至らなかった場合でも、個別の対応はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

－ 6 －
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株主総会のオンデマンド配信のご案内

公開開始期間 2024年７月上旬

視聴希望の株主様は、以下のURLにアクセスください。

日本電技株式会社／投資家の皆様へ／株主総会
https://www.nihondengi.co.jp/ir/meeting.html

検索エンジンから検索の場合 QRコード読み取りからアクセス

日本電技　株主総会 検索　
　

　

株主総会のオンデマンド配信のご案内
株主総会終了後、株主総会の一部について当社ウェブサイトにてオンデマンド配信（事後配信）を予定して
います。以下のURLまたはQRコードよりアクセスし、ご視聴ください。

留意事項
・配信の撮影・録画・録音・保存およびSNS等での公開等は、固くお断りいたします。
・何らかの事情によりオンデマンド配信ができなくなった場合には、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。
・出席株主様のプライバシーに配慮し、質疑応答など一部を編集させていただきます。
・インターネットの通信環境等により、映像および音声の乱れ、配信の中断等の不具合が生じる場合がございますので、ご了
承ください。
・ご視聴に伴う通信料金等は株主様のご負担となります。

－ 7 －
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剰余金処分議案

配当財産の種類 金銭

配当財産の割当てに関する事項
およびその総額

当社普通株式１株につき金 108円
（普通配当88円、上場20周年記念配当20円）
配当総額 868,243,536円

剰余金の配当が効力を生じる日 2024年６月27日

ご参考 資本政策の基本方針

　当社は、中長期的な企業価値向上に向け、
「成長投資」、「株主還元」、「財務健全性」
のバランスを取りながら、資本政策を実施して
まいります。
　連結ＲＯＥ10％以上達成を目標経営指標と
し、資本コストを踏まえた積極的な成長投資と
株主還元の実現を目指します。
　株主還元につきましては、業績に多大な影響
を及ぼす事象が無い限り、ＤＯＥ（連結株主資
本配当率）４％を基準に累進的な配当を基本と
するとともに、機動的な自己株式取得も実施し
てまいります。

第62期

125

第63期

114

第64期

152

第65期
（予定）

期末
108

期末
142期末

104
期末
115

中間
10

中間
10

中間
10

中間
76

184
（単位：円）年間配当金の推移

<ご参考＞

株主総会参考書類

議案および参考事項
第１号議案　剰余金処分の件

　当社は、業績に多大な影響を及ぼす事象が無い限り、ＤＯＥ（連結株主資本配当率）４％を
基準とした累進的な配当を基本としております。
　第65期の期末配当につきましては以下の通り、上記基本方針に基づく普通配当（１株につ
き88円）に、上場20周年記念配当（１株につき20円）を加え、１株につき108円といたした
いと存じます。
期末配当に関する事項

－ 8 －
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取締役（監査等役員を除く）選任議案

候補者番号 候補者属性 氏　名 当社における地位 取締役会
出席状況

1 再任
　

し ま

島
だ

田
 

　
りょう

良
す け

介 代表取締役
社長 14回/14回

2 再任
　

し ん

眞
め い

明
 

　
よ し

良
の ぶ

信 取締役
常務執行役員 14回/14回

3 再任
　

た

田
む ら

村
 

　
は る

春
お

夫 取締役
上席執行役員 14回/14回

4 新任
　

こ

小
ばやし

林
 

　
よ し

義
あ き

明 ― ―

再任
　

新任
　

社外
　

独立
　

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了と
なりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名の選任をお願いいたしたいと存じま
す。
　なお、本議案については、監査等委員会から全ての候補者について適任である旨の意見を得ていま
す。
　また、当社は事前に取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の審議・答申を経て取締役（監査等
委員である取締役を除く。）候補者を決定しております。
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

－ 9 －
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取締役（監査等役員を除く）選任議案

候補者番号

1
し ま

島
 

 
だ

田
 

　
り ょ う

良
 

 
す け

介
所有する当社の株式数………… 524,233株
取締役在任年数………………………… 17年
取締役会出席状況……………… 14/14回
　

再任
1968年８月24日生

　

略歴、当社における地位および担当
（重要な兼職の状況）

    1991年    4 月 日商岩井株式会社（現双日株
式会社）入社

    2002年    5 月 日商岩井米国会社（現双日米
国会社）出向

    2006年    9 月 当社入社

    2007年    6 月 当社常務取締役
    2009年    6 月 当社代表取締役（現任）

当社社長
    2020年    6 月 当社社長（現任）

　　
取締役候補者とした理由
島田良介氏は、代表取締役社長として当社の経営を担い、強いリーダーシップを
発揮し会社経営全般を牽引し、代表取締役社長としての職責を果たしておりま
す。これまでの実績に鑑みて当社の中長期的な企業価値向上に向け、適切な経営
判断が行われることを期待し、引き続き取締役候補者としました。

　

候補者番号

2
し ん

眞
 

 
め い

明
 

　
よ し

良
 

 
の ぶ

信
所有する当社の株式数………… 5,995株
取締役在任年数………………………… ４年
取締役会出席状況……………… 14/14回
　

再任
1956年３月４日生

　

略歴、当社における地位および担当
（重要な兼職の状況）

    1980年    8 月 当社入社
    2012年    4 月 当社岡山支店長
    2015年    4 月 当社執行役員

    2018年    4 月 当社上席執行役員大阪支店長
    2020年    4 月 当社事業本部長（現任）
    2020年    6 月 当社取締役常務執行役員（現任）

　　
取締役候補者とした理由
眞明良信氏は、主要な事業所の長を歴任し、豊富な経験および見識を有し、取締
役としての職責を果たしております。これまでの経験および見識が当社の中長期
的な企業価値向上に向け活かされることを期待し、引き続き取締役候補者としま
した。

　

－ 10 －
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取締役（監査等役員を除く）選任議案

候補者番号

3
た

田
 

 
む ら

村
 

　
は る

春
 

 
お

夫
所有する当社の株式数………… 6,440株
取締役在任年数………………………… 3年
取締役会出席状況……………… 14/14回
　

再任
1956年２月８日生

　

略歴、当社における地位および担当
（重要な兼職の状況）

    1979年    4 月 新日本証券株式会社（現みず
ほ証券株式会社）入社

    1980年    6 月 山武ハネウェル株式会社（現
アズビル株式会社）入社

    2012年    4 月 同社ビルシステムカンパニー
執行役員関西支社長

    2015年    4 月 同社執行役員統合営業本部長
    2019年    4 月 当社上席執行役員事業本部副

本部長
    2021年    4 月 当社上席執行役員横浜支店長

（現任）
    2021年    6 月 当社取締役（現任）

　　
取締役候補者とした理由
田村春夫氏は、長年、計装業界に携わり豊富な経験および見識を有し、取締役と
しての職責を果たしております。これまでの経験および見識が当社の中長期的な
企業価値向上に向け活かされることを期待し、引き続き取締役候補者としまし
た。

　

候補者番号

4
こ

小
 

 
ば や し

林
 

　
よ し

義
 

 
あ き

明
所有する当社の株式数………… －株
取締役在任年数………………………… －年
取締役会出席状況……………… －回
　

新任
1969年９月７日生

　

略歴
（重要な兼職の状況）

    1992年    4 月 株式会社富士銀行（現株式会
社みずほ銀行）入行

    2015年    4 月 株式会社みずほ銀行会津支店
長

    2018年    4 月 同行千住支店長

    2021年    5 月 同行審査第一部長兼審査第一
部付参事役

    2024年    4 月 同行人材戦略推進部付参事役
（現任）

    2024年    6 月 当社入社予定（顧問）
　　

取締役候補者とした理由
小林義明氏は、長年、金融業界において営業や審査に携わり、営業、経営管理等
の分野で豊富な経験および見識を有しております。これまでの経験および見識が
当社の中長期的な企業価値向上に向け活かされることを期待し、新たに取締役候
補者としました。

　
－ 11 －
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取締役（監査等役員を除く）選任議案

（注）１. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 当社は、島田良介氏、眞明良信氏、田村春夫氏との間で、会社法第430条の２第１項に規定する同項

第１号の費用および同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することを内容とす
る補償契約を締結しております。各候補者が取締役に再任された場合には、各氏との間で当該契約を
継続する予定です。また、小林義明氏が取締役に選任された場合には、同氏との間で同様の補償契約
を締結する予定です。

３. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
全ての取締役を被保険者とし、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請
求を受けることによって負担することになる損害を填補することとしております。各候補者が取締役
に選任された場合には、当該保険契約の被保険者となります。また、次回更新時には同内容で更新す
る予定です。

－ 12 －
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監査等委員である取締役選任議案

候補者番号 候補者属性 氏　名 当社における地位 取締役会
出席状況

1 再任 社外 独立
　

く

工
ど う

藤
 

　
み ち

道
ひ ろ

弘 取締役
（監査等委員） 13回/14回

2 新任 社外 独立
　

か わ

河
む ら

村　
い ち

一
じ

二 ― ―

再任
　

新任
　

社外
　

独立
　

第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件
　本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役 工藤道弘氏が任期満了となり、また、宇崎利
彦氏が辞任されますので、監査等委員である取締役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、監査等委員である取締役候補者 河村一二氏は、監査等委員である取締役 宇崎利彦氏の補欠
として選任をお願いするものであり、その任期は、当社定款の定めにより、退任する監査等委員であ
る取締役の任期の満了する時までとなります。
　本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　また、当社は事前に取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の審議・答申を経て監査等委員であ
る取締役候補者を決定しております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 13 －
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監査等委員である取締役選任議案

候補者番号

1
く

工
 

 
ど う

藤
 

　
み ち

道
 

 
ひ ろ

弘
所有する当社の株式数………… －株
取締役在任年数………………………… ２年
取締役会出席状況……………… 13/14回
　

再任 社外 独立
1960年５月３日生

　

略歴、当社における地位および担当
（重要な兼職の状況）

    1984年    10月 監査法人中央会計事務所入所
    1991年    3 月 公認会計士登録
    1993年    7 月 工藤公認会計士事務所開設

（現任）
    2016年    4 月 日本公認会計士協会埼玉会副

会長（現任）

    2016年    6 月 サイバーコム株式会社社外監
査役（現任）

    2017年    7 月 さいたま市監査委員（現任）
    2022年    6 月 当社社外取締役[監査等委員]

（現任）

　　
監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
工藤道弘氏は、公認会計士として財務および会計に関する専門的知識を有し、監
査等委員としての職責を果たしております。これまでの経験と見識を当社の経営
の監査・監督に活かし、当社の中長期的な企業価値向上に向け、適切な助言・提
言が行われることを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者としま
した。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で企業経営に関与した経験
はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いた
だけるものと判断しております。
また、同氏が選任された場合には、指名報酬委員として当社の取締役候補者の選
定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。

　

－ 14 －
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監査等委員である取締役選任議案

候補者番号

2
か わ

河
 

 
む ら

村
 

　
い ち

一
 

 
じ

二
所有する当社の株式数………… －株
取締役在任年数………………………… －年
取締役会出席状況……………… －回
　

新任 社外 独立
1961年12月２日生

　

略歴
（重要な兼職の状況）

    1985年    4 月 株式会社富士銀行（現株式会
社みずほ銀行）入行

    2013年７月 株式会社みずほ銀行国際法人
営業部長

    2016年    4 月 第一工業製薬株式会社人事総
務本部副本部長

    2018年    6 月 同社取締役

    2022年    4 月 同社常務取締役営業統括兼東
京本社担当

    2023年    4 月 同社取締役
    2023年    6 月 同社常勤監査役（現任）

　　　　　　　（2024年６月退任予定）

　　
監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
河村一二氏は、企業経営を含む豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見
を当社の経営の監査・監督に活かし、当社の中長期的な企業価値向上に向け、適
切な助言・提言が行われることを期待し、監査等委員である社外取締役候補者と
しました。
また、同氏が選任され就任した場合には、指名報酬委員として当社の取締役候補
者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定で
す。

　（注）１. 工藤道弘氏および河村一二氏は社外取締役候補者であります。
２. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３. 当社は、工藤道弘氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出てお

ります。なお、同氏が監査等委員である取締役に再任された場合には、引き続き独立役員とする予定
です。また、河村一二氏につきましても、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たして
おり、同氏が、監査等委員である取締役に選任された場合には、独立役員として届け出る予定です。

４. 当社は、工藤道弘氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠
償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失が無いときは、法令が規定する額を限度と
する旨の契約を締結しております。同氏が監査等委員である取締役に再任された場合には、当該契約
を継続する予定です。また、河村一二氏が監査等委員である取締役に選任された場合には、同様の責
任限定契約を締結する予定です。

５. 当社は、工藤道弘氏との間で、会社法第430条の２第１項に規定する同項第１号の費用および同項第
２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することを内容とする補償契約を締結しており
ます。同氏が監査等委員である取締役に再任された場合には、同氏との間で当該契約を継続する予定
です。また、河村一二氏が監査等委員である取締役に選任された場合には、同氏との間で同様の補償
契約を締結する予定です。

６. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
全ての取締役を被保険者とし、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請
求を受けることによって負担することになる損害を填補することとしております。各候補者が監査等
委員である取締役に選任された場合には、当該保険契約の被保険者となります。また、次回更新時に
は同内容で更新する予定です。

７. 工藤道弘氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、同氏の在任期間は、本総会
終結の時をもって２年となります。

－ 15 －
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（ご参考）取締役会の構成、独立社外取締役の独立性基準

氏名 地位 年齢 性別
各取締役が有するスキル等

企業経営 技術 営業 経営管理 財務
・会計 法務

島田　良介 代表取締役
社長 55歳 男性 ● ● ●

眞明　良信 取締役
常務執行役員 68歳 男性 ● ● ●

田村　春夫 取締役
上席執行役員 68歳 男性 ● ● ●

小林　義明 取締役
執行役員 54歳 男性 ● ● ●

社外 独立
河村　一二

　

取締役
監査等委員 62歳 男性 ● ● ●

社外 独立
岸本　史子

　

取締役
監査等委員 50歳 女性 ●

社外 独立
工藤　道弘

　

取締役
監査等委員 64歳 男性 ●

（ご参考）取締役会の構成（本総会において各候補者が選任された場合）

（注）１. 各候補者は当社における選任基準を充足しており、そのうえで取締役会としての専門分野等のバラン
スを本マトリックスにて示しております。

２. 「経営管理」には、コンプライアンス、リスク管理、人事労務、サステナビリティ等を含みます。
３. 各人の有するスキルのうち、主なもの最大３つに「●」印を付けております。

－ 16 －
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（ご参考）取締役会の構成、独立社外取締役の独立性基準

独立社外取締役の独立性基準

1１．現在または過去５年間において、以下のいずれにも該当していないこと
⑴ 当社の大株主(注１)またはその業務執行者(注２)
⑵ 当社が大株主となっている者の業務執行者
⑶ 当社の主要な取引先(注３)またはその業務執行者
⑷ 当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
⑸ 当社の主要な借入先(注４)またはその業務執行者
⑹ 当社から役員報酬以外に多額（注５)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認
会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家等

⑺ 当社から多額の寄付を受けている者またはその業務執行者
⑻ 当社の会計監査人である監査法人に所属する者で、当社の監査業務に従事もしくは関与し

た者
⑼ 上記のいずれかに該当する者の近親者(注６)
⑽ 上記に該当する可能性のある者であっても、人格・識見等に照らし、当社の独立社外取締
役としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外取
締役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の独立社外取締役としてふさわしいと
考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立社外取締役とする
ことができるものとする

２．過去10年以内において、当社の業務執行者に該当していた者の近親者でないこと
３．過去10年以内において、当社の子会社の業務執行者でないこと
４．その他、独立した社外取締役として職責を果たせないと合理的に判断される者でないこと
５．現在独立社外取締役である者が、独立社外取締役として再任されるためには、通算の在任期
　　間が10年間を超えないことを要する

(注１)「大株主」とは、当該会社の総議決権の10％以上を直接または間接的に保有している者を
　　　いう。
(注２)「業務執行者」とは、法人その他団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これ
　　　らに準じる者および使用人をいう。
(注３)「主要な取引先」とは、直近３事業年度のいずれかの年度において、当社との取引額が当
　　　社の売上高または相手方の連結売上高の２％以上である取引先をいう。
(注４)「主要な借入先」とは、直近事業年度末における当社の総資産の２％以上の額を当社が借
　　　り入れている先をいう。
(注５)「多額」とは、年間1,000万円以上の額をいう。
(注６)「近親者」とは、配偶者または二親等以内の親族をいう。

以　上

（ご参考）

以　上
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当連結会計年度の事業の状況

事業報告 2023年４月１日から2024年３月31日まで

受 注 高

410億71百万円

前期比

5.1％増
　

売 上 高

388億94百万円

前期比

13.4％増
　

営業利益

62億48百万円

前期比

38.8％増
　

経常利益

63億24百万円

前期比

37.1％増
　

親会社株主に帰属する
当期純利益

46億72百万円

前期比

47.5％増
　

１．企業集団の現況
⑴　当連結会計年度の事業の状況
①　事業の経過および成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な金融の引き締めによる海外景気の減速や物
価上昇など不透明な状況が続いているものの、コロナ禍からの経済社会活動の正常化が進み、
緩やかな回復基調で推移しました。
建設業界におきましては、公共投資は関連予算の執行もあり底堅い推移が続き、民間設備投
資は、情報化投資や脱炭素に向けた環境対応投資等を中心に持ち直しの動きがみられました。
このような状況下にあって当社グループは、空調計装関連事業の新設工事においては、「全
社最適方針の徹底および既設工事に繋がる物件の受注」、空調計装関連事業の既設工事におい
ては、「エネルギー課題に則した提案型ビジネスおよびメンテナンスビジネスを両立させる事
業展開」、産業システム関連事業においては、「収益基盤の確立およびグループ企業と一体と
なった業容拡大ならびにそれを可能とする事業体制の構築」を対処すべき課題として掲げ、事
業展開してまいりました。
その結果、当連結会計年度における当社グループの業績は次のとおりとなりました。
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当連結会計年度の事業の状況

空調計装関連事業 受注高 37,276百万円 売上高 34,864百万円
　

89.6%

売上高構成比
37,27635,270

第64期
（2023年3月期）

第65期
（2024年3月期）

（単位：百万円）受注高

前期比
5.7％増

34,864
29,792

第64期
（2023年3月期）

第65期
（2024年3月期）

（単位：百万円）売上高

前期比
17.0％増

受注高につきましては、新設工事において工場および医療施設向け物件等が増加し、既設工事にお
いては、事務所および医療施設向け物件等が増加しました。
売上高につきましては、新設工事において工場および事務所向け物件等が増加し、既設工事におい
ては、事務所および公共施設向け物件等が増加しました。

産業システム関連事業 受注高 3,795百万円 売上高 4,029百万円
　

10.4%

売上高構成比

3,7953,793

第64期
（2023年3月期）

第65期
（2024年3月期）

（単位：百万円）受注高

前期比
0.0％増

4,0294,515

第64期
（2023年3月期）

第65期
（2024年3月期）

（単位：百万円）売上高

前期比
10.8％減

受注高につきましては、電気工事等が減少したものの、食品工場向け生産管理システム等の増加に
より前年並みの実績となりました。
売上高につきましては、電気工事および産業用ロボット関連工事等が減少しました。

事業別動向の概況
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当連結会計年度の事業の状況

（単位：百万円）
区 分 前期繰越高 当期受注高 当期売上高 次期繰越高

空 調 計 装 関 連 事 業 20,959 37,276 34,864 23,370
産業システム関連事業 2,002 3,795 4,029 1,768
合 計 22,961 41,071 38,894 25,139

②　設備投資の状況
当連結会計年度においては、DX推進を含む基幹システム等のソフトウェア開発や更新なら
びに人材育成を目的とした教育研修施設の増築など、総額296百万円の設備投資を行っており
ます。

③　資金調達の状況
当連結会計年度の資金調達の状況に特記すべき事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当する事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
該当する事項はありません。

⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当する事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
該当する事項はありません。
なお、当社は2024年４月１日付で台東設備株式会社（東京都墨田区）の全株式を取得し、

子会社化する旨の契約を締結しております。
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直前３事業年度の財産および損益の状況、重要な親会社および子会社の状況

区　　分 第 62 期
(2021年３月期)

第 63 期
(2022年３月期)

第 64 期
(2023年３月期)

第 65 期
(2024年３月期)

受 注 高(百万円) 34,459 34,016 39,064 41,071
売 上 高(百万円) 34,079 31,669 34,308 38,894
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益(百万円) 3,324 3,029 3,167 4,672

１ 株 当たり当期純利益 (円) 415.28 378.40 395.48 585.83
総 資 産(百万円) 37,628 38,571 43,290 46,021
純 資 産(百万円) 26,658 28,865 31,077 34,460
１ 株 当 た り 純 資 産(円) 3,329.81 3,604.56 3,879.63 4,329.50

第63期
（2022年3月期）

第65期
（2024年3月期）

第64期
（2023年3月期）

41,071
34,016

39,064

（単位：百万円）受注高
38,894

31,669 34,308

第63期
（2022年3月期）

第65期
（2024年3月期）

第64期
（2023年3月期）

（単位：百万円）売上高

第63期
（2022年3月期）

第65期
（2024年3月期）

第64期
（2023年3月期）

4,672

3,029 3,167

（単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益

46,021

34,460

38,571
43,290

31,07728,865

第63期
（2022年3月期）

第65期
（2024年3月期）

第64期
（2023年3月期）

（単位：百万円）総資産/純資産
■総資産　■純資産

第63期
（2022年3月期）

第65期
（2024年3月期）

第64期
（2023年3月期）

585.83

378.40 395.48

（単位：円）１株当たり当期純利益

第63期
（2022年3月期）

第65期
（2024年3月期）

第64期
（2023年3月期）

4,329.50
3,604.56 3,879.63

（単位：円）１株当たり純資産

⑵　財産および損益の状況
①　企業集団の財産および損益の状況

（注）第65期（2024年3月期）より、「株式給付信託(J-ESOP)」を導入しており、当該信託が所有する当社
株式を自己株式として処理しております。これに伴い、１株当たり当期純利益の算定上、当該信託が保
有する当社株式を期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、１株当たり純
資産の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。
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直前３事業年度の財産および損益の状況、重要な親会社および子会社の状況

区　　分 第 62 期
(2021年３月期)

第 63 期
(2022年３月期)

第 64 期
(2023年３月期)

第 65 期
(2024年３月期)

受 注 高(百万円) 33,949 33,697 38,641 40,706

売 上 高(百万円) 33,628 31,349 33,891 38,526

当 期 純 利 益(百万円) 3,300 3,086 3,163 4,698

１ 株 当たり当期純利益(円) 412.28 385.40 394.92 589.00

総 資 産(百万円) 37,478 38,451 43,191 45,887

純 資 産(百万円) 26,614 28,905 31,112 34,520

１ 株 当 た り 純 資 産(円) 3,324.37 3,609.51 3,884.01 4,337.08

②　当社の財産および損益の状況

（注）第65期（2024年3月期）より、「株式給付信託(J-ESOP)」を導入しており、当該信託が所有する当社
株式を自己株式として処理しております。これに伴い、１株当たり当期純利益の算定上、当該信託が保
有する当社株式を期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、１株当たり純
資産の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。

会　　社　　名 資　本　金 当社の議決権比率 事　業　内　容
ジュピターアドバンス
シ ス テ ム ズ 株 式 会 社 80百万円 100％ ソフトウェア製品の企画、

製造、販売

⑶　重要な親会社および子会社の状況
①　親会社の状況
　該当する事項はありません。

②　重要な子会社の状況
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対処すべき課題

ROE 営業利益 売上高

10％以上 70億円 460億円 空調計装関連事業 390億円
産業システム関連事業 70億円

⑷　対処すべき課題

長期経営指針
　当社グループは、2030年度に向けて長期経営指針「ND For The Next 2030　｢計装」の総
合力で未来を拓く」を策定し、2021年度より継続した取り組みを実施しております。
　この長期経営指針では、当社のありたい姿である「総合計装エンジニアリングを追求し、社
会、顧客、社員の期待に応える企業」の実現に向け、新たに「確かな計装力で、想いをカタチ
に」のミッションを掲げるとともに、３つの成長戦略課題（既存事業強化戦略、事業領域拡大戦
略、企業文化成長戦略）および３段階の成長フェーズを設定して取り組んでおります。

ND For The Next 2030
「計装」の総合力で未来を拓く

2022 年 3月期～
2024年 3月期

2025年 3月期～
2028年 3月期

2029年 3月期～
2031年 3月期

成長基盤の構築
成長基盤の拡大と
生産性の向上

更なる飛躍と挑戦
第 2フェーズ第 2フェーズ 第 3フェーズ第 3フェーズ

第 1フェーズ第 1フェーズ

長期ビジョン

総合計装エンジニア
リングを追求し、
社会、顧客、社員の
期待に応える企業

ありたい姿

確かな計装力で、想いをカタチにミッション

【財務目標】（2031年３月期）
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対処すべき課題

中期経営計画
　この中で、2025年３月期から2028年３月期までの中期経営計画期間は、第２フェーズとし
て「成長基盤の拡大と生産性の向上」期と位置づけています。第２フェーズにおける経営環境認
識および成長戦略課題は次のとおりです。
(1) 経営環境認識

① 事業環境
　資材価格や外注費の高騰は懸念されるものの、引き続き首都圏を中心とした再開発案件や
半導体関連を中心とした工場案件などの建設需要が見込まれるほか、ビルの環境負荷低減の
ための省エネニーズや人手不足に伴う工場の省人化ニーズなど環境変化による新たな事業領
域拡大も期待できるため、全体として旺盛な受注環境が見込まれます。

② 残業上限規制への対応
　2024年度より建設業に対する残業上限規制が適用開始になることから、施工余力や収益
性を勘案した選別的な受注活動が必須となるほか、人材確保や人材育成、DX推進による生
産性の向上が大きな経営課題となります。

③ 人的資本の強化
　建設業界および当社にとって少子高齢化と人手不足は深刻であり、戦略的な人材の確保・
育成・活用と協力会社の体制強化など、当社グループ全体の人的資本の強化に向けた施策が
必須となります。

④ 資本コストや株価を意識した経営
　東京証券取引所による要請も踏まえ、資本コスト・資本効率性や成長性を意識した経営戦
略、積極的な成長投資、株主・投資家の皆様との建設的な対話と積極的開示、株主還元の強
化などを通じて、引き続き中長期的な企業価値の向上に向けた取り組みを図ることが求めら
れます。

⑤ 非財務的価値の追求
　中長期的な企業価値に資する要素として、サステナビリティやガバナンスへの取り組みの
強化や当社の認知度向上、企業文化醸成など非財務的な領域への取り組み強化も求められま
す。
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対処すべき課題

〈対処すべき課題〉

１．空調計装関連事業（既存事業強化戦略）
●施工余力を勘案した受注活動
●中長期的な視点での全社最適および既設工事に繋がる物件の受注（新設工事）
●新規メンテナンスの増進および環境ソリューションビジネスの推進（既設工事）
●将来へ向けた関係会社・協力会社との体制強化
●DX推進による生産性向上と新たな価値創出

２．産業システム関連事業（事業領域拡大戦略）
●既存事業の営業力強化および新たな事業領域の確立
●食品工場の技術開発の推進
●DX推進による事業採算性の向上

３．経営全般（企業文化成長戦略）
●人的資本経営・ウェルビーイング経営の推進
●資本コストや株価を意識した経営
●サステナビリティ経営の推進
●ガバナンスの徹底
●広報・ブランディングへの取り組み

(2) 成長戦略課題
　第２フェーズにおける対処すべき課題および取り組み概要は次のとおりです。

１．空調計装関連事業（既存事業強化戦略）
　空調計装関連事業においては、昨年度に引き続き首都圏の再開発案件や工場など、新設を中
心とした大規模案件が完成および出件される見通しです。一方で繰越高が過去最高を更新して
おり、2024年度より建設業の残業上限規制が適用になる中、施工余力を勘案した受注活動を続
けなければならない状況となっております。
　新設工事においては、「中長期的な全社最適」をキーワードに、短期的ではなく数年先まで
見据えた中長期的な経営資源の有効活用ならびに各エリアでの戦略をさらに明確にして事業の
強化に取り組みます。
　既設工事においては、新設工事との連携を強化し、継続して収益を確保できるよう事業基盤
の更なる強化を目指します。
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対処すべき課題

　また、第２フェーズより当社グループの事業強化に向けて関係会社および協力会社との体制
強化を図り、将来に向けて当社とより強固なパートナーシップを築けるように取り組んでまい
ります。
　さらに、重点施策の一つとしてDXの推進を計画しており、各種データ活用やAIによる制御性
評価など生産性向上やお客様へ向けた新たな価値創出を目指してまいります。

２．産業システム関連事業（事業領域拡大戦略）
　産業システム関連事業においては、受注高・売上高・営業利益ともに緩やかな増加を見込ん
でおりますが、既存のプラントメーカー向けの営業力を高め、事業拡大させることで基盤の強
化を行いつつ、2030年度に向けてスマート工場の提案を通じた新たな事業の確立を図ってまい
ります。
　またDXの推進により、営業面においてはWEBマーケティング手法等による効率的営業展
開、技術面においてはDXツールの活用による設計積算業務の集約化等により業務効率化を図
り、事業採算性の向上を目指してまいります。
　なお、第２フェーズは、当社グループの更なる成長に向けた投資を積極的に行うフェーズで
もあり、主力顧客である食品工場の生産性・品質向上を目指したソリューション技術開発を当
社のエンジニアリング部門、グループ会社であるジュピターアドバンスシステムズ株式会社と
連携して行ってまいります。
　こうした戦略を通じて、空調計装関連事業に次ぐ事業として収益基盤の強化・確立を図って
まいります。

３．経営全般（企業文化成長戦略）
　2024年度より適用となる残業上限規制および人手不足への対応策として、人的資本強化は第
２フェーズの大きな課題です。まず人員については「2030年度単体1,100名体制」を目標に、
新卒・中途人材の大幅な採用強化を図ってまいります。また教育制度を見直し、今年度より新
入社員の早期育成と資格取得を目的に、新設した「電技アカデミー」で本社一括・通年の集合
技術研修を開始しております。人材活用の面でも、新人事制度の導入や社員の健康施策・エン
ゲージメント向上施策を通じ、活力ある組織づくりを実現すべく、ウェルビーイング経営を引
き続き推進してまいります。

　また、中長期的な企業価値の向上の観点から「資本コストと株価を意識した経営」およびサ
ステナビリティやガバナンスなど非財務的な価値への取り組みを強化してまいります。
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対処すべき課題

2023年12月20日開示　コーポレートガバナンス報告書（抜粋）
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について】
　当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて、次のとおり取り組みを開始しております。
(1) 資本コスト

　当社は、ROE（自己資本利益率）を全社の目標経営指標、ROICを事業別の目標経営指標として設定し
ております。

①ROE（自己資本利益率）を全社の目標経営指標として設定
推定資本コスト６％（CAPMベース）を上回る８％を下限に10％達成を目標とする

②ROICを事業別の目標経営指標として設定
●事業別のWACCとROICを定期的にモニタリング
●ROICに基づく経営管理の浸透（事業別の経営資源分配、投資の可否判断等）を図る

(2) 株価
　当社は、PBRの向上について経営課題として認識しており、成長戦略の実践と資本収益性の向上により
持続的に市場に評価される企業価値を創出し、PBR向上を目指しております。

①実施した施策
●資本コストの把握とROE目標の設定（上記）
●株主還元の強化

DOE（４％）ベース累進配当に転換、自己株式取得（2023年７月　55,000株取得済）
●インセンティブ型の報酬改定

役員報酬の改定：業績報酬指標にROEを追加、株式報酬比率を全体の５％から10％に引き上げ
従業員報酬の改定：管理職に対する中長期インセンティブとして株式給付信託（J-ESOP）を導入

②今後の方向性
●事業成長を通じた収益性向上
●サステナビリティへの一層の取り組み
●開示、IRの充実（資本コスト低減）
等について今後策定する中期経営計画の中で取り組んでまいります。

(3) 開示について
　上記(1)、(2)の取り組みにつきましては、2024年３月期第２四半期の決算説明会で公表しておりま
す。
　なお、決算説明会の動画ならびに資料（英訳版を含む）については、当社ウェブサイト－投資家の皆
様へ－IR資料室－決算説明会資料（https://www.nihondengi.co.jp/ir/data/presentation.html）に
掲載しております。

　資本コストを上回る資本効率性（ROE下限８％・目標10％以上）を確保するため、各事業の
収益力強化はもちろん、株主・投資家の皆様との建設的対話の機会を増やし積極的な情報開示
を通じ資本コストの低減に努めてまいります。人的資本やDXへの投資、M＆Aなどの成長投資
や株主還元なども積極的に実施してまいります。この他、当社の認知度向上や組織一体感の醸
成に向けた広報・ブランディングへの取り組みも強化してまいります。
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対処すべき課題

ROE 営業利益 売上高

10％以上 65億円 420億円 空調計装関連事業 360億円
産業システム関連事業 60億円

(3) 財務目標（2028年３月期）
　第２フェーズ「成長基盤の拡大と生産性の向上」における財務目標は次のとおりです。

(4) 財務戦略（キャッシュ・アロケーション）
　事業活動を通じて得たキャッシュは、企業成長に資する投資と株主還元に回し、企業価値向上
を目指します。本中期経営計画期間（４年間）における財務戦略は次のとおりです。

営業CF

手元資金

160～ 180
億円

キャッシュイン キャッシュアウト

投資
100～ 110
億円

株主還元
60～ 70
億円

・人的投資（関係会社・協力会社含む）
・DX関連投資
・M＆A、事業拡大投資
・広報、IR 関連投資
・その他投資

配当・自己株式購入など

企業成長・企業価値向上に向けた各種投資

－ 28 －



2024/05/21 10:14:01 / 23070977_日本電技株式会社_招集通知_電子提供措置用

主要な事業内容

⑸　主要な事業内容（2024年３月31日現在）
当社グループは、空調計装関連事業、産業システム関連事業を行っておりますが、各事業の内
容は次のとおりであります。
　①　空調計装関連事業

オフィスビル、工場、病院、研究所、学校、商業施設等の非居住用建築物に対する空調計装
分野を対象とした事業で、「空調計装工事」としてその建築物の新設、増設または改修に伴う
空調自動制御システムの設計、施工ならびに施工後の保守、点検等を行うほか、「制御機器類
販売」として自動制御盤、センサー、サーモスタット等、空調を自動制御するための機器類を
販売しております。
なお、空調計装関連事業は、新設建築物を対象とする新設部門と、既設建築物の維持、補
修、更新を対象とする既設部門とに区分して事業展開をしております。

　②　産業システム関連事業
主に工場、各種搬送ライン向けの計装工事や各種自動制御工事を手掛け、中でも食品工場の
生産、搬送ライン向けには、産業用ロボットを中心とした各種ＦＡ機械の据付、保守および連
結子会社であるジュピターアドバンスシステムズ株式会社を通じた生産管理システムの販売、
保守等を事業展開しております。
そのほか「制御機器類販売」として調節計、流量計、工業用バルブ等の制御機器類を販売し
ております。
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主要な営業所および工場、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他会社の現況に関する重要な事項

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

本 社 東 京 都 墨 田 区 大 阪 支 店 大 阪 府 大 阪 市

東 京 本 店 東 京 都 墨 田 区 岡 山 支 店 岡 山 県 岡 山 市

つ く ば 支 店 茨 城 県 つ く ば 市 広 島 支 店 広 島 県 広 島 市

千 葉 支 店 千 葉 県 千 葉 市 産業ソリューション事業部 東 京 都 墨 田 区

横 浜 支 店 神 奈 川 県 横 浜 市 川 口 工 場 埼 玉 県 川 口 市

静 岡 支 店 静 岡 県 静 岡 市 岡 山 工 場 岡 山 県 岡 山 市

名 古 屋 支 店 愛 知 県 名 古 屋 市

会 社 名 所 在 地

ジ ュ ピ タ ー ア ド バ ン ス シ ス テ ム ズ 株 式 会 社 兵 庫 県 神 戸 市

⑹　主要な営業所および工場（2024年３月31日現在）
①　当社の主要な営業所および工場

②　子会社

事　業　区　分 使　用　人　数 前連結会計年度末比増減

空 調 計 装 関 連 事 業 618（  93）名 13（23）名

産 業 シ ス テ ム 関 連 事 業 116（  11）名 ▲10（  5）名

全 社 （ 共 通 ） 163（  34）名 12（  4）名

合　　　　　計 897（138）名 15（32）名

⑺　使用人の状況（2024年3月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

（注）１. 使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む）であり、臨
時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員）は、年間の平均人員を（　）外数で記載し
ております。

　　　２. 「全社（共通）」として記載している使用人数は、特定の事業に区分できない管理・技術部門に所属
しているものであります。
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主要な営業所および工場、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他会社の現況に関する重要な事項

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

860(137）名 16（32）名 42.3歳 17.5年

②　当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む）であり、臨時雇
用者数（人材会社からの派遣社員）は、年間の平均人員を（　）外数で記載しております。

⑻　主要な借入先の状況（2024年３月31日現在）
該当する事項はありません。

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当する事項はありません。
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株式の状況

⑴　発行可能株式総数 32,790,000株

外国法人等
13.15％

自己株式
1.92％

個人・その他
63.26％

証券会社
1.12％

その他の国内法人
9.25％

金融機関
11.26％

■株式所有者別分布状況

⑵　発行済株式の総数 8,197,500株
⑶　株主数 7,941名

株 主 名 所 有 株 式 数 （ 千 株 ） 持 株 比 率 （ ％ ）

日 本 電 技 従 業 員 持 株 会 733 9.12

島 田 良 介 524 6.52

永 田 健 二 400 4.97

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 345 4.29

ア ズ ビ ル 株 式 会 社 328 4.07
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND
(PR INCIPAL  ALL  SECTOR SUBPORTFOL IO) 304 3.78

島 田 祥 子 245 3.05

島 田 淳 子 245 3.05

光 通 信 株 式 会 社 218 2.71
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT 
OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 187 2.33

２．株式の状況（2024年３月31日現在）

⑷　大株主（上位10名）

（注）１．持株比率は自己株式（158,208株）を控除して計算しております。なお、発行済株式から除外した自
己株式には、株式給付信託（J-ESOP）の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）
が保有する当社株式79,900株は含まれておりません。

２．2023年６月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、2023年６月15日現在
で、株式会社みずほ銀行が345千株（4.21％）、みずほ信託銀行株式会社が80千株（0.98％）を保
有している旨が記載されておりますが、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認
ができていないため、株式会社みずほ銀行を除き、上記大株主の状況には含めておりません。
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株式の状況

株 式 数 交 付 対 象 者 数

取締役（監査等委員および社外取締役を除く） 3,968株 ４名

社外取締役（監査等委員を除く） － －

取締役（監査等委員） － －

⑸　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、「４．会社役員の状況　⑸取締役の報酬等」に記載しておりま
す。

⑹　その他株式に関する重要な事項
①　株式給付信託

当社は2023年２月22日開催の取締役会決議により、当社の株価および業績向上への従業員
の意欲や士気を高めるため、管理職である従業員に対して自社の株式を給付するインセンティ
ブプラン「株式給付信託（J-ESOP）｣を導入しており、当事業年度末において株式給付信託に
係る信託口が所有する当社株式は79,900株であります。
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株式の状況

区分 第62期
2021年3月期

第63期
2022年3月期

第64期
2023年3月期

第65期
2024年3月期

銘柄数 （銘柄） 21 20 20 21
貸借対照表計上額の合計額 （百万円） 2,064 1,956 1,936 3,008
連結純資産 （百万円） 26,658 28,865 31,077 34,460
連結純資産における
政策保有株式の保有比率 （％） 7.7 6.8 6.2 8.7

②　政策保有株式に関する方針
イ. 政策保有株式に関する基本方針

当社は、事業機会の創出や取引関係の維持・強化を目的に上場株式等を保有することがあ
りますが、その保有の合理性が乏しいと判断した場合は売却する方針としております。

そのため、毎年取締役会において、政策保有株式として保有する全ての株式についての取
引実績、投資先企業との円滑かつ良好な関係維持等、事業上の要素のほか、保有に伴う財務
上の便益やリスク等の要素を総合的に考慮し、保有の適否に関する検証・評価を実施してお
ります。

ロ. 政策保有株式に係る議決権行使基準
政策保有株式に係る議決権の行使については、投資先および当社の中長期的な企業価値向

上に資するか、その内容を精査して判断することとしております。

当社が純投資目的以外の目的で保有する株式の銘柄数、株式数および貸借対照表計上額の合計額

34,460

第65期
（2024年3月期）

31,077

第64期
（2023年3月期）

28,865

第63期
（2022年3月期）

26,658

第62期
（2021年3月期）

2,064 1,956 1,936

3,008

7.7 6.8 6.2
8.7

連結純資産（百万円）　　　貸借対照表計上額の合計額（百万円）　　　連結純資産における政策保有株式の保有比率（％）
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新株予約権等の状況

３．新株予約権等の状況
該当する事項はありません。
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会社役員の状況

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 島 田 良 介 社長

取 締 役 眞 明 良 信 常務執行役員 事業本部長

取 締 役 田 村 春 夫 上席執行役員 横浜支店長

取 締 役 高 見 裕 一 上席執行役員 企画管理本部長

取  締  役 （ 常 勤 監 査 等 委 員 ） 宇 崎 利 彦

取  締  役 （ 監 査 等 委 員 ） 岸 本 史 子 弁護士
井関農機株式会社社外取締役

取  締  役 （ 監 査 等 委 員 ） 工 藤 道 弘

公認会計士
工藤公認会計士事務所
日本公認会計士協会埼玉会副会長
サイバーコム株式会社社外監査役
さいたま市監査委員

４．会社役員の状況
⑴　取締役の状況（2024年3月31日現在）

（注）１. 取締役（監査等委員）宇崎利彦氏、岸本史子氏および工藤道弘氏は、社外取締役であります。
２. 社外取締役である岸本史子氏、工藤道弘氏の重要な兼職の状況については、上表に記載のとおりで

す。なお、兼職先である法人等と当社との間に特別な関係はありません。
３. 取締役（監査等委員）工藤道弘氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当

程度の知見を有するものであります。
４. 当社は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能の強化を図るため、常勤の監査等委員

を選定しております。
５. 当社は、取締役（監査等委員）宇崎利彦氏、岸本史子氏および工藤道弘氏を株式会社東京証券取引所

の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
６. 岸本史子氏の戸籍上の氏名は、岡田史子であります。
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会社役員の状況

ご参考

地 位 氏 名 担　　　　当

社 長 島 田 良 介

常 務 執 行 役 員 眞 明 良 信 事業本部長

上 席 執 行 役 員 田 村 春 夫 横浜支店長

上 席 執 行 役 員 高 見 裕 一 企画管理本部長

執 行 役 員 岡 崎 　 功 東京本店長

執 行 役 員 佐 藤 　 聡 企画管理本部人事総務部長

執 行 役 員 松 浦 勝 博 事業本部副本部長兼エンジニアリング部長
兼テクニカルセンター長

執 行 役 員 辻 　 恒 彦 静岡支店長

執 行 役 員 八 木 浩 一 大阪支店長

執 行 役 員 南 部 賢 一 郎 産業ソリューション事業部長

　当社は執行役員制度を導入しております。2024年3月31日現在の執行役員は以下のとおりであります。

（注）執行役員 辻恒彦氏は2024年３月31日をもって退任しております。
⑵　責任限定契約の内容の概要

　当社と各社外取締役（監査等委員）は、会社法第427条第１項および定款の規定に基づき、同
法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
⑶　補償契約の内容の概要等

　当社は、取締役島田良介氏、眞明良信氏、田村春夫氏、高見裕一氏ならびに監査等委員宇崎利
彦氏、岸本史子氏、工藤道弘氏との間で、会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結
しており、同項第１号の費用および同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償
することとしております。ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損な
われないようにするため、各取締役および各監査等委員が、その職務を行うにつき悪意または重
過失に起因して生じた損失は、補償の対象としないこととしております。
⑷　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

　当社は、会社法第430条の３第１項の規定に基づき、役員等賠償責任保険契約を保険会社との
間で締結し、当社および子会社の取締役を被保険者とし、その職務の執行に関し責任を負うこと
または当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を填補すること
としております。なお、当該保険契約の保険料は、全額当社が負担しております。
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⑸　取締役の報酬等
①　取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、取締役の個人別の報酬等に関する方針を定めており、その内容は、取締役の報酬等
の総額の上限を株主総会で定め、個人別の具体的な支給額については、内規に基づき、会社業
績・各人の執務の状況等を考慮のうえ、取締役（監査等委員を除く）の報酬は取締役会で決定
し、取締役（監査等委員）の報酬は監査等委員である取締役の協議により決定しております。
　なお、当社は、取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定
については、外部専門家の助言を受けた他、監査等委員会での事前の審議を踏まえ2021年３
月24日開催の取締役会で決議しております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬等の内容
について、上記の決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されてい
ることを確認しており、決定方針に沿うものであると判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は次のとおりです。
イ．基本的な考え方

業績および中長期的な企業価値との連動および株主の皆様との価値共有を重視した報酬体
系としております。
また、過半数が独立社外取締役で構成される指名報酬委員会の関与による透明性・客観性
の高い決定手続としております。
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報酬等の種類 内容等
基本報酬（固定報酬） ・役位に応じた固定の額を毎月支給

業績連動報酬
（短期インセンティブ報酬）

・各事業年度の営業利益、連結ROE（自己資本利益率）等の業績目標
達成度および個人毎の役割の達成度に応じて、役位別基準額の０％
～250％の範囲で決定した額を翌事業年度に年１回支給

株式報酬
（中長期インセンティブ報酬）

・役務提供期間（定時株主総会の翌日から次期定時株主総会の日ま
で）に対応して役位に応じた一定の数の譲渡制限付株式を交付（付
与時期は取締役会で決定）

・当社と各取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結（取締役退
任時まで当該株式の譲渡制限を付すこと、一定の事由が生じた場合
は当社に無償で当該株式を譲り渡すこと等を約する）

・当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るインセンティ
ブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めるこ
とを目的とする

ロ．報酬等の構成と内容
当社の取締役（監査等委員を除く）の報酬は、基本報酬、業績連動報酬、株式報酬で構成
されています。また取締役（監査等委員）の報酬は基本報酬のみで構成されています。
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報酬等
の種類

固定報酬 インセンティブ型報酬

基本報酬 業績連動報酬
（基準額）

株
式
報
酬

割合 ２ １

報酬等
の種類

固定報酬 インセンティブ型報酬

基本報酬 業績連動報酬
（基準額の250％）

株
式
報
酬

割合 １ １

ハ．報酬等の割合
取締役（監査等委員を除く）の固定報酬（基本報酬）とインセンティブ型報酬（業績連動
報酬、株式報酬）の割合は、業績連動報酬のレンジ（基準額～基準額の250％）に応じ
て、概ね２：１～１：１とし、株式報酬は基準額報酬の概ね10％としております。ま
た、役位が上がるほどインセンティブ型報酬の割合が高くなるものとしております。

（業績連動報酬が基準額の場合の割合）

（業績連動報酬が上限額の場合の割合）

ニ．報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役（監査等委員を除く）の報酬等に関する手続の透明性・客観性を強化し、
独立社外取締役の適切な関与を得るものとするため、取締役会の委任決議に基づき独立社
外取締役全員（宇崎利彦常勤監査等委員、岸本史子監査等委員、工藤道弘監査等委員）お
よび代表取締役社長の島田良介で構成（委員の過半数は独立社外取締役）する指名報酬委
員会で個人別の報酬等の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の
報酬等について、内規に基づき会社業績、各人の執務の状況等を考慮し、決定するもので
す。なお、株式報酬については、指名報酬委員会が決定した基準額に基づき、取締役会で
個人別の交付株式数および支給額を決定しております。これらの権限を委任した理由は、
指名報酬委員会が会社業績や各人の執務の状況等を的確に評価することができると判断し
たためであり、取締役の個人別の報酬等に関する手続の透明性・客観性が担保されてお
り、取締役会としては取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断
しております。
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区　　分 報酬等
の種類

株主総会
決議日 当該決議の内容の概要 当該定時株主総会終結

時点の取締役の員数

取締役
（監査等委員

を除く）

基本報酬
業績連動

報酬
2015年６月26日
（第56回定時株主総会）

金銭報酬の額を年額330
百万円以内（使用人兼務
取締役の使用人分給与は
含まない）とする

８名
（うち社外取締役０名）

株式報酬 2020年６月26日
（第61回定時株主総会）

株式報酬の額を年額30百
万円以内、株式数の上限
を年４万株以内とする

４名
（うち社外取締役０名）

取締役
（監査等委員） 基本報酬 2015年６月26日

（第56回定時株主総会）
金銭報酬の額を年額50百
万円以内とする

３名
（うち社外取締役３名）

区 分
対象となる
役員の員数
（名）

報酬等の
総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額
（百万円）

基本報酬 業績連動報酬 株式報酬

取締役（監査等委員を除く）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

４
（－）

186
（－）

109
（－）

62
（－）

14
（－）

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

３
（３）

27
（27）

27
（27）

－
（－）

－
（－）

合 計
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

７
（３）

213
（27）

136
（27）

62
（－）

14
（－）

②　取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

③　当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 短期インセンティブ報酬として、取締役（監査等委員を除く）に対して業績連動報酬を支給しており
ます。
業績連動報酬の額の算定の基礎として選定した主たる業績指標の内容は、当事業年度の営業利益およ
び連結ROE（自己資本利益率）であります。当該業績指標を選定した理由は、営業利益については、
当社の重要な業績指標の一つであることおよび事業活動の成果をより直接的に反映する指標として高
いインセンティブ効果をもたらすものと考えられ、連結ROEについては、営業利益とともに重要な目
標経営指標であり、当事業年度における資本の効率性を反映する指標としてインセンティブ効果をも
たらすものと考えられ、いずれも短期インセンティブ報酬の指標として最適と判断したためです。
業績連動報酬の額の算定方法は、各事業年度の営業利益、連結ROE等の業績目標達成度および個人毎
の役割の達成度に応じて、役位別の基準額の0％～250％の範囲で支給額を決定します。
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第62期
（2021年3月期）

第63期
（2022年3月期）

第64期
（2023年3月期）

第65期
（2024年3月期）

営 業 利 益
（ 百 万 円 ） 4,544 4,143 4,482 6,252

第62期
（2021年3月期）

第63期
（2022年3月期）

第64期
（2023年3月期）

第65期
（2024年3月期）

R O E
（ ％ ） 12.5 10.9 10.6 14.3

なお、当事業年度を含む当社の営業利益の実績推移は、次のとおりです。

また、当事業年度を含む連結ROE（自己資本利益率）の実績推移は、次のとおりです。

2. 中長期インセンティブ報酬として、取締役（監査等委員を除く）に対して株式報酬を支給しておりま
す。具体的には役位別の基準額に応じて譲渡制限付株式を交付しております。当該株式報酬の内容お
よびその交付状況は、「２．株式の状況」に記載のとおりです。
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区 分 氏 名 出 席 状 況 ・ 発 言 状 況 お よ び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役
（常勤監査等委員） 宇 崎 利 彦

当事業年度開催の取締役会14回全てに出席し、また、当事
業年度開催の監査等委員会14回全てに出席し、主に企業経
営経験者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく助言・
提言、ならびに経営の監督・監査等を行うなど、意思決定
の妥当性・適正性を確保するために適切な役割を果たして
おります。このほか、任意の独立した諮問機関である指名
報酬委員会の委員長として、取締役候補者の選任や取締役
の報酬等の妥当性および決定過程における透明性の判断に
際し、重要な役割を果たしております。

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 岸 本 史 子

当事業年度開催の取締役会14回全てに出席し、また、当事
業年度開催の監査等委員会14回全てに出席し、主に弁護士
としての専門的見地から経営の監督・監査等を行うなど、
意思決定の妥当性・適正性を確保するために適切な役割を
果たしております。このほか、任意の独立した諮問機関で
ある指名報酬委員会の委員として、取締役候補者の選任や
取締役の報酬等の妥当性および決定過程における透明性の
判断に際し、重要な役割を果たしております。

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 工 藤 道 弘

当事業年度開催の取締役会14回のうち13回出席し、ま
た、当事業年度開催の監査等委員会14回のうち13回出席
し、主に公認会計士としての専門的見地から経営の監督・
監査等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保する
ために適切な役割を果たしております。このほか、任意の
独立した諮問機関である指名報酬委員会の委員として、取
締役候補者の選任や取締役の報酬等の妥当性および決定過
程における透明性の判断に際し、重要な役割を果たしてお
ります。

⑹　社外役員に関する事項
①　他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
　　各社外役員の他の法人等における重要な兼職の状況については、「⑴　取締役の状況」に記
　載のとおりです。なお、兼職先である法人等と当社との間には特別な関係はありません。

②　当事業年度における主な活動状況
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支払額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 30百万円
当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 30百万円

５．会計監査人の状況
⑴　名称　　　　　　　　　　EY新日本有限責任監査法人

⑵　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監
査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係
る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　　　２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積の算出
根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額につ
いて同意の判断をいたしました。

⑶　非監査業務の内容
該当する事項はありません。

⑷　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社都合の場合の他、会計監査人が会社法、公認会計士法等の法令に違反、抵触した場合およ
び公序良俗に反する行為があったと判断した場合、監査等委員会は、その事実に基づき当該会計
監査人の解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断した場合は、監査等委
員会規程に則り「会計監査人の解任」または「会計監査人の不再任」を株主総会の付議議案とす
ることを審議いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認
められる場合には、監査等委員全員の合意に基づき、会計監査人を解任いたします。
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（ご参考）コーポレートガバナンスに対する取り組み

コーポレート・ガバナンスの考え方の詳細、コーポレート・ガバナンス報告書などについては
こちらをご覧ください。
https://www.nihondengi.co.jp/ir/cgcode.html

（ご参考）コーポレート・ガバナンスに対する取り組み

基本的な考え方
当社においては、「高い目標に挑戦する」「お客様に満足を提供する」「広く社会に貢献する」とい
う経営理念に基づき、計装エンジニアリングを通じて社会の発展に寄与するとともに、透明・公正か
つ迅速・果断な経営によって、「会社の持続的な成長」と「中長期的な企業価値の向上」を果たして
いくことが、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であります。
当社は、株主の皆様をはじめとする全てのステークホルダーとの適切な協働、企業情報の積極的かつ
公正な開示、取締役会の実効性の向上、株主の皆様との建設的な対話等を通じて、コーポレート・ガ
バナンスの一層の向上を図ってまいる方針です。

コーポレート・ガバナンス体制図（2024年3月31日現在）
株主総会

会計監査人

監査室

指名報酬委員会

サステナビリティ委員会
監督

分離監督

監査・監督連携

連携 連携

監査

業務執行

経営会議

コンプライアンス委員会

リスク管理委員会

ウェルビーイング委員会

監査等委員会
取締役会

代表取締役

執行役員

各業務執行部門
関係会社
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（ご参考）コーポレートガバナンスに対する取り組み

取締役会　議長：代表取締役社長　　開催回数：14回
取締役会は、当社の中長期的な企業価値向上と持
続的な成長を図るため、原則として月1回その他
必要に応じて開催され、経営方針および重要な業
務執行等の審議・決定を行っております。
業務執行については、基本的に代表取締役社長以
下の経営陣の役割とし、その意思決定を委任する
体制をとっており、取締役会はそれら業務執行を
独立した客観的な立場から監督しております。

当事業年度の主な議論テーマ
・年度経営計画
・中期経営計画の進捗状況
・次期中期経営計画策定
・取締役会実効性評価
・人権方針の制定
・四半期決算および業績見通し
・機関投資家（株主）との対話に関する報告
・資本コスト関連指標報告
・各委員会活動報告（半期毎）
・内部監査結果報告（半期毎）

監査等委員会　委員長：常勤監査等委員　　開催回数：14回
監査等委員会は、独立社外取締役３名で構成し、
原則として月1回その他必要に応じて開催してお
ります。
取締役の職務の監査に関する審議、取締役の選任
や報酬等についての意見の決定のほか、業務執行
取締役との意見交換、事業所の往査等を通じた監
査を行っております。
また、会計監査人および内部監査部門と連携を図
り、監査の実効性向上に努めております。

当事業年度の主な議論テーマ
・監査年間計画
・各四半期会計監査人 連結財務諸表レビュー
・各四半期内部統制運用状況チェック
・内部監査実施状況報告

指名報酬委員会　委員長：常勤監査等委員　　開催回数：７回
指名報酬委員会は、独立社外取締役全員（３名）
と代表取締役社長とで構成し、委員長（議長）は
独立社外取締役が就任しております。当事業年度
は計７回開催され、取締役の選任・解任に関する
事項、取締役（監査等委員を除く）の報酬等に関
する事項、後継者計画に関する事項等について審
議し、取締役会に答申・報告しております。

当事業年度の主な議論テーマ
・取締役会の構成
・取締役候補者
・取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬等
　の内容
・後継者計画

取締役会・委員会の活動内容（第65期　2024年３月期）：監督
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（ご参考）コーポレートガバナンスに対する取り組み

サステナビリティ委員会　委員長：代表取締役社長　　開催回数：5回
サステナビリティ委員会は、代表取締役社長を委
員長とし、サステナビリティ担当取締役、事務局
長担当取締役および常勤監査等委員で構成し、原
則として半期に１回その他必要に応じて開催して
おります。
当社の中長期的な企業価値向上と持続的な成長を
図るため、サステナビリティ経営の推進および監
督を行うとともに、サステナビリティ関連事項の
決定と審議を行っております。

当事業年度の主な議論テーマ
・マテリアリティ、ＫＰＩ
・年間活動計画および進捗報告
・非財務情報開示
・気候変動（TCFD開示を含む）の取り組み
・SCOPE算定
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（ご参考）コーポレートガバナンスに対する取り組み

経営会議　議長：代表取締役社長　　開催回数：24回
経営会議は、代表取締役社長および本社所管の業
務執行取締役で構成し、常勤監査等委員もオブザ
ーバーとして出席して、原則として月1回その他
必要に応じて開催しております。
重要な業務執行について迅速に決議、審議、報告
を行う他、取締役会の決議事項について事前の審
議を行っております。
また、経営会議で決議された重要な業務執行につ
いては、適時、取締役会に報告しております。

当事業年度の主な議論テーマ
・年度経営計画
・重要な社内諸規程の改定
・重要な投資（人的資本、事業成長、DX関連）
・月次業績報告
・関係会社経営計画、業績報告
・広報活動

コンプライアンス委員会　委員長：代表取締役社長　　開催回数：４回
コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委
員長、副委員長を企画管理本部長とし、その他委
員で構成し、常勤監査等委員も出席して、原則と
して四半期に１回その他必要に応じて開催してお
ります。
法令遵守および高い倫理観と社会的良識に基づく
企業行動の徹底を図るため、コンプライアンスに
関する基本方針、行動基準等の策定および体制整
備のほか、コンプライアンス教育・研修・啓蒙活
動の方針策定やこれら取り組み等、コンプライア
ンス関連事項の決定と審議を行っております。

当事業年度の主な議論テーマ
・ハラスメント、コンプライアンス調査
　結果対応
・関係会社コンプライアンス管理
・法令改正対応
・内部通報運用状況
・コンプライアンス教育充実化

リスク管理委員会　委員長：代表取締役社長　　開催回数：２回
リスク管理委員会は、代表取締役社長を委員長、
副委員長をリスク担当取締役とし、その他委員で
構成し、常勤監査等委員も出席して、原則として
年２回その他必要に応じて開催しております。
経営リスクの発生防止とリスク管理を効果的かつ
効率的に行うため、リスクに関する基本方針、体
制整備および対策のほか、リスク防止に係る啓発
等、リスク関連事項の決定と審議を行っておりま
す。

当事業年度の主な議論テーマ
・リスクマップの審議
・重要リスク低減に向けた取り組み
・関係会社リスク管理
・災害対策の取り組み状況報告
・サイバーセキュリティ対応

経営会議・委員会の活動内容（第65期　2024年３月期）：業務執行

－ 48 －



2024/05/21 10:14:01 / 23070977_日本電技株式会社_招集通知_電子提供措置用

（ご参考）コーポレートガバナンスに対する取り組み

ウェルビーイング委員会　委員長：代表取締役社長　　開催回数：12回
ウェルビーイング委員会は、代表取締役社長を委
員長とし、本社在籍の取締役全員、本社各部門長
が出席し、常勤監査等委員もオブザーバーとして
出席して、原則として毎月１回その他必要に応じ
て開催しております。
働きやすい職場づくりや従業員のエンゲージメン
ト向上等を図るため、働き方改革、健康経営、労
務コンプライアンスに関する状況や対策の審議を
行っております。

当事業年度の主な議論テーマ
・長時間労働対策、休日休暇取得促進等による
　ワークライフバランス向上
・2024年４月から建設業に適用となる残業上限
　規制への対応
・男性育児休業取得促進等の両立支援
・生活習慣病対策、メンタルヘルス対策、エン
　ゲージメント向上等による健康経営の推進
・労務コンプライアンス全般
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（ご参考）コーポレートガバナンスに対する取り組み

１. 取締役全員からアンケー
トの回収 ２. アンケート結果の分析

３. 分析に基づく指名報酬委
員会での審議、取締役会
でのディスカッション

前事業年度の課題 ①取締役会での議論に必要な情報の一層の早期提供
②株主および投資家との建設的な対話や情報開示の充実化等

当事業年度の評価結果

前事業年度の課題については大幅な改善
①資料のデジタル配付により早期の情報提供を徹底
②株主・投資家向けの説明会や対話内容等のフィードバックを徹底
取締役会の運営やトレーニングなどの充実に加え、中期経営計画、サステナビ
リティ、資本コスト、IRなど経営戦略に関わるテーマの審議・報告が増え、取
締役会の実効性は着実に向上

新たな課題
①当社の将来像についての深度ある議論
②社外取締役が機能発揮できる環境の整備
③今後の取締役会の構成のあり方

取締役会の実効性評価

当社は、取締役会の実効性を担保するために、毎年、各取締役の自己評価等に基づき、取締役会の実
効性について評価しております。当事業年度（2024年3月期）の評価プロセスおよび取り組み概要
につきましては以下のとおりです。

評価プロセス

取り組み概要

▼

▼
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連結貸借対照表

（2024年３月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 預 金
受取手形・完成工事未収入金等
電 子 記 録 債 権
リ ー ス 債 権
有 価 証 券
未 成 工 事 支 出 金
そ の 他 の 棚 卸 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 ・ 構 築 物
機械、運搬具及び工具器具備品
土 地
減 価 償 却 累 計 額
無 形 固 定 資 産
の れ ん
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

28,289
5,930
9,879
4,374
768
5,899
1,024
21
391
△0

17,732
872
743
826
293
△990
755
23
628
103

16,103
13,285
614
2,207
△2　

流 動 負 債 10,382
支 払 手 形 ・ 工 事 未 払 金 等 3,171
未 払 法 人 税 等 1,076
未 払 費 用 3,805
未 成 工 事 受 入 金 1,041
完成工事補償引当金 26
そ の 他 1,260

固 定 負 債 1,179
リ ー ス 債 務 658
退職給付に係る負債 161
株 式 給 付 引 当 金 55
資 産 除 去 債 務 84
そ の 他 219
負 債 合 計 11,561
純 資 産 の 部

株 主 資 本 33,162
資 本 金 470
資 本 剰 余 金 483
利 益 剰 余 金 32,969
自 己 株 式 △761

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 1,297
その他有価証券評価差額金 1,297
純 資 産 合 計 34,460

資 産 合 計 46,021 負 債 純 資 産 合 計 46,021

連結計算書類

連　結　貸　借　対　照　表

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

(2023年 4 月 1 日から
2024年 3 月31日まで)

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 38,894
売 上 原 価 24,357
売 上 総 利 益 14,536

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,288
営 業 利 益 6,248

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 95
そ の 他 44 140

営 業 外 費 用
保 険 解 約 損 52
そ の 他 11 64
経 常 利 益 6,324

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 13 13
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 6,311
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,762
法 人 税 等 調 整 額 △124 1,638
当 期 純 利 益 4,672
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 4,672

連　結　損　益　計　算　書

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

（2024年３月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
完 成 工 事 未 収 入 金
売 掛 金
リ ー ス 債 権
有 価 証 券
未 成 工 事 支 出 金
商 品
材 料 貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 装 置
工 具 器 具 ・ 備 品
土 地
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
ソフトウェア仮勘定
リ ー ス 資 産
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
繰 延 税 金 資 産
差 入 保 証 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

28,226
5,794
176
4,374
9,420
156
768
5,899
1,073

1
15
178
367
△0

17,661
852
342
2
42
170
293
660
627
10
12
9

16,148
13,179
185
593
1,045
1,147
△2　

流 動 負 債 10,285
工 事 未 払 金 3,036
買 掛 金 105
未 払 金 137
未 払 費 用 3,750
未 払 法 人 税 等 1,076
未 払 消 費 税 等 871
未 成 工 事 受 入 金 1,041
リ ー ス 債 務 97
預 り 金 138
完成工事補償引当金 26
そ の 他 3

固 定 負 債 1,081
リ ー ス 債 務 658
退 職 給 付 引 当 金 80
株 式 給 付 引 当 金 55
資 産 除 去 債 務 68
そ の 他 219
負 債 合 計 11,367
純 資 産 の 部

株 主 資 本 33,222
資 本 金 470
資 本 剰 余 金 483
資 本 準 備 金 316
そ の 他 資 本 剰 余 金 167
利 益 剰 余 金 33,030
利 益 準 備 金 89
そ の 他 利 益 剰 余 金 32,940
別 途 積 立 金 20,560
繰 越 利 益 剰 余 金 12,380

自 己 株 式 △761
評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,297
その他有価証券評価差額金 1,297
純 資 産 合 計 34,520

資 産 合 計 45,887 負 債 純 資 産 合 計 45,887

計算書類

貸　借　対　照　表

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

(2023年 4 月 1 日から
2024年 3 月31日まで)

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高
完 成 工 事 高 37,854
商 品 売 上 高 672 38,526

売 上 原 価
完 成 工 事 原 価 23,692
商 品 売 上 原 価 446 24,139
売 上 総 利 益 14,387

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,134
営 業 利 益 6,252

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 96
そ の 他 44 141

営 業 外 費 用
保 険 解 約 損 52
そ の 他 11 64
経 常 利 益 6,329

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 13 13
税 引 前 当 期 純 利 益 6,316
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,762
法 人 税 等 調 整 額 △144 1,618
当 期 純 利 益 4,698

損　益　計　算　書

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 柳 井 浩 一
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 寺　岡　久仁子

独立監査人の監査報告書
2024年５月15日

日 本 電 技 株 式 会 社
取 締 役 会 　 御 中

EY新日本有限責任監査法人
東　京　事　務　所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本電技株式会社の2023年４月１日
から2024年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、日本電技株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係
る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結
子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査報告

連結計算書類に係る会計監査報告
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その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセ
スの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に
おいて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要
な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重
要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合
には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結
計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が
ある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により
発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与え
ると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日ま
でに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存
続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構
成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。
・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分
かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施
に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている
その他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因
を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。

以　上
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指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 柳 井 浩 一
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 寺　岡　久仁子

独立監査人の監査報告書
2024年５月15日

日 本 電 技 株 式 会 社
取 締 役 会 　 御 中

EY新日本有限責任監査法人
東　京　事　務　所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本電技株式会社の2023年４
月１日から2024年３月31日までの第65期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい
う。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類に係る会計監査報告
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その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセ
スの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な
誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合
には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算
書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の
立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合
理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査
に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実
性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及
び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている
その他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因
を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2023年４月１日から2024年３月31日までの第65期事業年度における取締役の職務
の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。
１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内
容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からそ
の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するととも
に、下記の方法で監査を実施いたしました。
①　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社
の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事
項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所におい
て業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及
び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通
知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら
れません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年５月16日
日本電技株式会社　監査等委員会

常勤監査等委員 宇 崎 利 彦 ㊞
監 査 等 委 員 岸 本 史 子 ㊞
監 査 等 委 員 工 藤 道 弘 ㊞

（注）監査等委員宇崎利彦、岸本史子及び工藤道弘は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定す
る社外取締役であります。

監査等委員会の監査報告

以　上
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地図

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株主総会会場ご案内図

東京都墨田区両国二丁目10番14号
両国シティコア５階　当社会議室

江戸東京博物館

両国国技館
パールホテル両国

両国橋

隅田川

両国
小学校

錦糸町→
ＪＲ両国駅

←秋葉原

両国
ビューホテル

西口 東口

入口
みずほ銀行

三菱ＵＦＪ銀行ガソリンスタンド

回向院

京葉道路

都営大江戸線
両国駅
A4出口

清
澄
通
り

都営大江戸線
両国駅
A5出口

両国シティコア(5階)

■交通のご案内
ＪＲ／総武線両国駅下車　徒歩約３分
都営地下鉄／大江戸線両国駅下車　徒歩約10分
○お願い：当会場には専用駐車場の用意がございませんので、公共の

交通機関等のご利用をお願い申しあげます。
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